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長野県の現状 
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第１章 

県民の状況 
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１ 長野県の人口 

 長野県の総人口は、国勢調査によると平成 12 年（2000 年）の約 222 万人をピークに減少に

転じ、平成 27 年（2015 年）には約 210 万人、65 歳以上の割合は 30.1％となっています。 

 国、都道府県、市町村が人口減少に歯止めをかける政策を講じない場合、減少が続きますが、

一定の政策を講じた場合、2060 年に 161 万人、2080 年頃から 150 万人程度で定常化する見

通しです。 

 （以下、人口の推計については、政策を講じた場合の推計を掲載します） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

第１節 人口構造 

（注）従属人口指数＝（0～14 歳人口+65 歳以上人口）／（15～64 歳人口） 

   推計値は、国、都道府県、市町村が人口減少に歯止めをかける政策を講じた場合として長野県総合政策課
が推計したもの 

 

 

長野県の総人口と高齢化率 
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 （参考）政策を講じない場合の推移 

 

 

 
 

 

 

２ 高齢者人口 

 推計によると、2020 年に 65 歳以上の人口がピークとなり、後期高齢者人口（75 歳以上人口）

は 2030 年まで増加が続く見通しです。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
長野県の総人口と高齢化率 

 

（注）従属人口指数＝（0～14 歳人口+65 歳以上人口）／（15～64 歳人口） 

   推計値は、長野県総合政策課が現状の継続を前提に国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推
計人口（平成 25 年３月推計）」を基に推計したもの 

 

 

高齢者人口の推計 

 

（2015 年の数値は国勢調査。2020 年以降は国、都道府県、市町村が人口減少に歯止めをかける政策を講じた場合とし
て、長野県総合政策課が推計したもの） 
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３ 人口ピラミッドの推移 
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1,196千人 

631千人 

272千人 

846千人 

610千人 

249千人 

827千人 

389千人 

258千人 

（2015 年の数値は国勢調査。2050 年及び 2100 年は国、都道府県、市町村が人口減少に歯止めをかける政策を講じた場
合として、長野県総合政策課が推計したもの） 
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現在使用している人口年齢区分は、15～64 歳を生産年齢人口としてとらえていますが、

高度経済成長期を経て成熟社会に入っていることを考慮して新たな視点で人口構造をとら

える考え方もあります。 

例えば高学歴化によって若者が社会へ旅立つ年齢が遅れていることや、平均寿命の延伸に

よって、健康で元気に暮らしている高齢者が多いことなどを考慮して、15～19 歳を支えら

れる側に、65～74 歳を支える側に分類して推計すると、元気な高齢者が就労やボランティ

アなどで活躍するという前提により生産年齢人口が増加することになるため、従属人口指数

が 100 を超えず、「支える側の人口」が「支えられる側の人口」より多い状態を維持できる

こととなります。 

今後は、人口減少社会の中で社会保障の柱である保健医療サービスを持続可能なものにし

ていくためには、こうした視点で人口構造をとらえていくことも必要かもしれません。 

 

人口構造の考え方（20～74歳を生産年齢人口とした場合の人口推計） 

 

（注）推計値は、国、都道府県、市町村が人口減少に歯止めをかける政策を講じた場合として、長野県総合政策

課が推計したもの 
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1 出生 

  平成 27 年（2015 年）の出生数は 15,638 人、出生率（人口千対）は 7.5 で全国の 8.0 を下

回っています。出生率は、昭和 50 年（1975 年）以降漸減傾向を示しており、平成元年（1989

年）には全国平均に並び、以後同水準で推移してきました。 

  また、合計特殊出生率（１人の女性が一生の間に生むであろう子どもの数に相当）は、昭 

和 46 年（1971 年）以降全国平均を上回っているものの、漸減傾向が続いてきましたが、平

成 22 年（2010 年）頃から増加傾向に転じ、平成 27 年（2015 年）には 1.58（全国：1.45）

となっています。 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

第２節 人口動態と平均寿命 

 

 

合計特殊出生率 

 

（厚生労働省「人口動態統計」） 

 

 

 

（厚生労働省「人口動態統計」） 

出生率と出生数 

 

（人口千対） 

（人口千対） （人） 
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２ 死亡 

  平成27年（2015年）の死亡数は24,536人、死亡率（人口千対）は11.8となっており、全

国平均の10.3を上回っています。死亡率は、医学や医療技術の進歩、公衆衛生の向上等によ

り、昭和50年代後半まで低下傾向で推移しましたが、その後は上昇傾向に転じて、平成16

年（2004年）以降は出生率を上回っています。 

また、平成27年（2015年）の年齢調整死亡率（人口10万対）でみると、本県の男性は434.1

（全国：486.0）、女性は227.7（全国：255.0）であり、男性、女性ともに、前回調査に引き

続き低順位で全国１位となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1476.1

1369.9

1234.6

1036.5

923.5

812.9
747.9 719.6

634.2 593.2
544.3

486.0

1472.9

1412.1

1216.2

999.8

864.7

754.7
669.5

617.9 579.5 539.4
477.3 434.1

300

500

700

900

1100

1300

1500

1700

S35年 S40年 S45年 S50年 S55年 S60年 H２年 H７年 H12年 H17年 H22年 H27年

全 国

長 野

全国平均
を下回る

長野県４７位
（全国最低）

以降６回連続

 

（厚生労働省「人口動態統計」） 

 

○ 死亡数を人口で除した死亡率については、各地域の年齢構成に差があるため、高齢

者の多い地域で高くなり、若年者の多い地域で低くなる傾向にあります。このため、

年齢構成の異なる地域間で死亡状況の比較ができるように基準人口（昭和60年モデル

人口）で補正した死亡率です。 

○ 平成22年（2010年）及び平成27年（2015年）ともに全国順位（低順位）が男女と

も１位の長野県は、他県と比較して年齢調整死亡率が最も低く、長寿を裏付ける結果

となっています。 

 

年齢調整死亡率とは？ 

死亡率と死亡数 

 
（人口千対） 

 

 

 

（人口 10 万対） 
年齢調整死亡率 男性 

（厚生労働省「人口動態統計特殊報告」） 

（人） 
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３ 乳児死亡率及び新生児死亡率 

  平成27年（2015年）の乳児死亡（生後１年未満の死亡）数は20人、乳児死亡率（出生千

対）は1.3となっており、全国平均の1.9を下回っています。乳児死亡率は、戦後の母子保健

の普及改善等により、昭和20年（1945年）以降昭和30年代にかけ急激に低下し、昭和50年

（1975年）には8.5となって２桁台を割り、平成５年(2003年) 以降は全国平均を若干下回る

水準でほぼ推移しています。 

  また、平成27年（2015年）の新生児死亡（生後４週未満の死亡）数は11人、新生児死亡

率（出生千対）は0.7となっており、全国平均の0.9を下回っています。 
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（厚生労働省「人口動態統計特殊報告」） 

 

 

 

 

 
乳児死亡率及び新生児死亡率 

 

年齢調整死亡率 女性 

（厚生労働省「人口動態統計」） 

（人口 10 万対） 

（出生千対） 

（注）グラフ中の数値は長野県の乳児死亡率及び新生児死亡率  
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４ 周産期死亡率 

  平成27年（2015年）の周産期死亡（生後１週未満の死亡及び妊娠満22週以後の死産）数

は47人、周産期死亡率（出産千対）は3.0となっており、全国平均の3.7を下回っています。

周産期死亡率は、母子保健の普及改善等により低下傾向にあります。 

 

 

 

 

 

  

５ 死亡原因 

  死亡順位を時系列でみると、昭和26年（1951年）以降、脳血管疾患、悪性新生物、心疾

患の順で推移してきましたが、昭和59年（1984年）に悪性新生物が脳血管疾患を抜いて１位

となり、直近の平成27年（2015年）では悪性新生物、心疾患、脳血管疾患の順となっていま

す。 

  また、平成27年（2015年）の全死因に占める３大死因の割合は51.7％であり、全国（52.6％）

とほぼ同水準となっています。 
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本県の全死亡に占める３大死因の割合 

 

（厚生労働省「人口動態統計」） 

（厚生労働省「人口動態統計」） 

周産期死亡率 

 （出産千対） 

（注）平成６年以前は生後１週未満の死亡及び妊娠満28週以後の死産に係る率  
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死因別年齢調整死亡率 男性 

 

死因別年齢調整死亡率 女性 

（厚生労働省「人口動態統計特殊報告」） 

（厚生労働省「人口動態統計特殊報告」） 

（人口 10 万対） 

（人口 10 万対） 

（注）順位は高い順に記載 数値は平成 27 年〈2015 年〉 

（注）順位は高い順に記載 数値は平成 27 年〈2015 年〉 
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６ 平均寿命の推移 

   平成27年（2015年）の都道府県別生命表によると、本県の平均寿命は、女性が87.675年 

で全国１位、男性が81.75年で全国２位となっており、本県の長寿を裏付けています。 
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平均寿命の推移 

 

（厚生労働省「都道府県別生命表」） 
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主な死因別年齢調整死亡率の対全国比 

 

（注）全国 100 数値は平成 27 年〈2015 年〉 
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（厚生労働省「人口動態統計特殊報告」） 

（人口 10 万対） 
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１ 患者数及び受療率 

厚生労働省「患者調査」（平成26年（2014年））によると、調査日（病院は平成26年（2014 

年）10月21日から23日までのうちで指定された１日、診療所は同年10月21日、22日、24日の

うちで指定された１日）に県民のうち医療施設を受療した推計患者数（推計入院患者数と推計

外来患者数の合計）（患者住所地ベース）は128,400人で、県民の16.4人に１人が受療したこと

になります。 

 施設の種類別では、病院が53,700人（患者総数の41.8％）、一般診療所が56,700人（同44.1％）、 

歯科診療所が18,200人（同14.１％）となっています。また、入院・外来別では、入院が20,400 

人（同15.9％）、外来が108,000人（同84.1％）、性別患者数では、男性が56,600人（同44.1％）、 

女性が71,900人（同55.9％）となっています。 

 受療率＊（人口10万対）は、入院が970、外来が5,122で、いずれも全国を下回っており、平 

成14年（2002年）の患者調査以来、同様の傾向が続いています。 

 推計患者数及び受療率（人口10万対）（平成26年） 

区 分 
患   者   数 （人） 受療率（人口10万対） 

総 数 病 院 一般診療所 歯科診療所 長野県 全 国 

入  院 20,400 19,900 600 ― 970 1,038 

外  来 108,000 33,800 56,100 18,200 5,122 5,696 

男  性 56,600 25,300 23,100 8,200 5,522 6,043 

女  性 71,900 28,300 33,600 10,000 6,629 7,387 

計 128,400 53,700 56,700 18,200 6,092 6,734 

（注）計については、入院及び外来の患者数及び受療率を単純合計したもの。    （厚生労働省「患者調査」） 

 

推計患者数及び受療率（人口10万対） の推移 

年 
患 者 数 （人） 

受療率（人口10万対） 

長 野 県 全  国 

入院 外来 計 入院 外来 計 入院 外来 計 

平成14年 21,400 101,300 122,700 966 4,570 5,536 1,139 5,083 6,222 

平成17年 20,800 111,500 132,300 946 5,078 6,024 1,145 5,551 6,696 

平成20年 21,000 112,200 133,200 969 5,168 6,137 1,090 5,376 6,466 

平成23年 19,700 110,600 130,300 920 5,162 6,082 1,068 5,784 6,852 

平成26年 20,400 108,000 128,400 970 5,122 6,092 1,038 5,696 6,734 

（注）計については、入院及び外来の患者数及び受療率を単純合計したもの。    （厚生労働省「患者調査」） 

＊ 受療率：ある特定の日に疾病治療のために、すべての医療施設に入院あるいは通院、又は往診を受けた人口10万人当 

たりの患者数。厚生労働省が行う「患者調査」により全国推計患者数を把握し算出。 

 

第３節 傷病の動向 
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２ 傷病別患者数・受療率 

 厚生労働省「患者調査」（平成26年（2014年））によると、傷病（大分類）別推計患者 

数は、「消化器系の疾患」が20,100人（患者総数の15.7％）と最も多く、次いで「循環器 

系の疾患」19,700人（同15.3％）､「筋骨格系及び結合組織の疾患」14,200人（同11.1％） 

の順となっています｡ 

 また、全国の傷病（大分類）別受療率と比較すると、「循環器系の疾患」は、ほぼ全国 

と同じ受療率であるのに対し、「消化器系の疾患」、「筋骨格系及び結合組織の疾患」、 

「呼吸器系の疾患」は全国平均を大きく下回っています。 

 

 

 

 

 

 

 

傷病別受療率（平成26年（2014年）） 

 

（注）※は、再掲を示す。 （厚生労働省「患者調査」） 

（人口 10 万対） 
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３ 年齢階級別受療率 

  年齢階級別受療率（人口10万対）をみると、15～24歳の1,983を最低に、最高は75歳以上の 

12,388となっています。 

   全国平均と比較すると、75歳以上での受療率の低さが際立っているほかは、ほぼ全国と同じ 

か下回る水準となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（厚生労働省「患者調査」） 

年齢階級別受療率（平成26年（2014年）） 

 （人口 10 万対） 
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４ 入院患者の受療動向 

県内では、主に高度な医療の提供を行う大学病院等の医療機関がある佐久・松本医療圏に周

辺の医療圏から高度急性期・急性期の入院患者が流入しています。また、上小医療圏には、回

復期や慢性期の患者が流入しているという傾向が見られます。 

 ４機能区分別の患者流出入の状況（平成 25 年度、10 人/日以上） 

 

（「地域医療構想策定支援ツール」を活用して作成） 
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え 

 

 

（１）要介護・要支援認定者の状況 

 長野県の認定者数（要介護・要支援）は増加傾向、認定率は近年横ばいの傾向にあります。 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

長野県では全国と比べ、要支援者の割合が低く、要介護者の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４節 要介護・要支援認定者の状況 

・ 

要介護・要支援認定者の推移 

要介護・要支援認定者の状況 
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   性・年齢調整を行った認定率は、近年徐々に低下しており、全国と比べて低い方から 2 番    

  目になっています。 

 

 

 

 

（２）長野県の介護サービス利用者と介護給付費 

 要介護認定者数の増加に伴い、長野県内のサービス利用者数、介護給付費は増加し、介

護保険料も上昇しています。 

 

 

 

 

 

 

 

サービス利用者数の推移 

調整済み認定率の推移 

8 8 3 2 2 

15.8 16.1 15.3 15.0 14.6 

17.3 17.7 17.9 17.7 17.5

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

2012年 2013年 2014年 2015年 2016年

長野県 全国

（％）

長野県の全国順位

（厚生労働省 地域包括ケア「見える化」システム） 

※調整済み認

定率は、「どの

地域も全国平

均と全く同じ第

１号被保険者

の性・年齢構

成だった」とし

て計算をした

場合の認定率 

H24年度     H25年度       H26年度      H27年度      H28 年度 
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介護給付費の推移 

介護保険料の推移 
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第２章 

医療の現状 
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○ 県では、本計画の策定を含め、安全で安心できる医療体制や質の高い医療提供体制の構築

を図るための基礎資料とするため、平成29年（2017年）２月に「県民医療意識調査」を実施

しました。 

○ 調査の概要及び主な調査結果は、以下のとおりです。 

 

１ 調査の概要 

  ① 調査対象：18 歳以上の県民 3,000 人（選挙人名簿から層化２段無作為抽出） 

  ② 調査期日：平成 29 年（2017 年）２月 

  ③ 調査方法：調査票送付によるアンケート回答方式 

 

２ 主な調査結果 

（１）医療機関の役割分担について 

「『比較的軽い病気やけがは、患者の近くの診療所・医院が治療を受け持ち、比較的大き

な病院は、病状が進んだ患者の治療や難しい病気の治療に専念すべきである』という考えに

ついて、どう思われますか」という質問に対し、「大いに賛成」、「どちらかといえば賛成」

が合わせて 70％以上を占め、「全く反対」、「どちらかといえば反対」の約５％を大きく上

回りました。 

過去の調査（平成 17 年度（2005 年度）、平成 23 年度（2011 年度））と比較しても、「大

いに賛成」、「どちらかといえば賛成」が増加しています。 

【図１】医療機関の役割分担について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）地域に不足している診療科について 

○ 「あなたのお住まいの地域で、受診する医療機関が無い、あるいは不足していると感じて

いる診療科を、３つまでお選びください」という質問では、産科・産婦人科、総合診療科（複

数の病気を抱える患者に対応するため、幅広い視野で診療を行う科）、耳鼻咽喉科の順とな

っています。 

第１節 医療に対する県民の意識 

24.4％

29.5％

大いに賛成 29.5％

36.1％

40.5％

どちらかといえば賛成 42.3％

24.9％

18.8％

どちらともいえない

19.6％

7.2％

4.3％

4.1％

3.7％

1.0％

1.4％

3.7％

5.9％

3.1％

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

平成17年度

平成23年度

平成28年度

どちらかといえば反対 全く反対 無回答
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【図２】地域に不足していると感じる診療科について（複数回答 ３つまで） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）医療行政について 

○ 「今後、医療行政はどの分野について重点をおく必要があると感じていますか」という質

問に対し、「がん対策」が最も多く、次いで「医療と介護の連携強化」、「救急医療」、「在

宅医療」となっています。 

【図３】今後、重点をおく必要があると感じる分野について（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44.2%

26.9%

23.6%

20.7%

18.5%

15.0%

13.9%

12.2%

12.1%

12.0%

8.1%

7.2%

6.8%

6.0%

5.7%

5.6%

5.3%

2.5%

2.4%

14.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

産科・産婦人科

総合診療科

耳鼻咽喉科

皮膚科

眼科

アレルギー科

小児科

脳神経外科

整形外科

救急科

精神科

リハビリテーション科

外科

形成外科

放射線科

泌尿器科

内科

その他の診療科

歯科

無回答 n=1,974（無回答285）

46.5%

38.1%

23.7%

22.5%

17.9%

16.9%

16.2%

15.9%

14.5%

12.5%

12.4%

11.6%

9.8%

7.4%

3.8%

3.7%

1.6%

1.0%

4.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

がん対策

医療と介護の連携強化

救急医療

在宅医療

産科・周産期医療

心筋梗塞等の心血管疾患対策

へき地医療

脳卒中対策

災害時における医療

フレイル（高齢者の筋力や活動性の低下）対策

小児医療（小児救急を含む）

精神疾患対策

糖尿病対策

ロコモティブシンドローム（骨・関節などの運動器の障害）対策

その他

肺炎対策（誤嚥性を含む）

ＣＯＰＤ（慢性閉塞性肺疾患）対策

ＣＫＤ（慢性腎臓病）対策

無回答 n=1,974（無回答93）
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１ 病院・診療所・歯科診療所・薬局 

（１）病院 

病院数（人口10万対）は、全国平均を下回って推移しています。また、施設数は減少傾向

にありましたが、平成10年（1998年）以降はほぼ横ばいです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（厚生労働省「医療施設調査」） 

 

 

 

県内における開設者別の病院数は、次のとおりです。 

【表１】開設者別病院数                （平成 29 年（2017 年）10 月１日現在） 

国 
（国立大学法

人を含む。） 

公的病院 民間病院 

計 公立病院（地方独立

行政法人を含む。） 
日本赤
十字社 

ＪＡ長
野厚生
連 

社会医
療法人 

医療 
法人 

その他
の法人 

個人 

県 市町村 

6 6 18 6 14 12 60 6 2 130 

  （医療推進課調べ） 

 

 

 

 

第２節 保健医療施設の状況 
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病院数の年次推移 
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病院の病床数（人口10万対）は、全国平均を下回って推移していますが、全国平均が平成

３年（1991年）以降減少傾向にあるのに対し、本県の病床数はほぼ横ばいとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

病院の病床利用率は全国平均をやや下回って推移しています。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

（厚生労働省「病院報告」） 

 

病院の平均在院日数は、全国平均を大きく下回って推移しており、平成18年（2006年）ま

では全国最低でしたが、平成19年（2007年）からは、東京都、神奈川県に次いで全国で３番

目に低い状況となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（厚生労働省「病院報告」） 

 

 

（厚生労働省「医療施設調査」） 
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（２）一般診療所 

一般診療所のうち、有床診療所数（人口10万対）は全国平均より大きく減少しています。

一方、無床診療所数（人口10万対）は増加傾向にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）歯科診療所 

歯科診療所数（人口10万対）は全国平均を下回っていますが、県全体では増加傾向にあり

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）薬局 

  薬局数（人口10万対）は全国平均を下回っていましたが、平成27年（2015年）にはほぼ

全国並みとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

(厚生労働省「医療施設調査」) (厚生労働省「医療施設調査」) 
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(厚生労働省「衛生行政報告例」) 
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２ 医療圏別医療施設の状況 

 医療圏別医療施設の状況は、次のとおりです。 

 

【表２】医療施設の状況 

医療圏 区 分 病 院 
一般診療所 

歯科診療所 薬 局 
有床 無床 計 

佐 久 
実   数 14 5 139 144 104 107 

人口10万対 6.7 2.4 66.5 68.9 49.8 51.2 

上 小 
実   数 16 11 108 119 89 104 

人口10万対 8.1 5.6 54.7 60.3 45.1 52.7 

諏 訪 
実   数 12 11 136 147 96 88 

人口10万対 6.0 5.5 68.5 74.1 48.4 44.3 

上伊那 
実   数 10 4 132 136 86 75 

人口10万対 5.4 2.2 71.6 73.8 46.7 40.7 

飯 伊 
実   数 10 4 133 137 81 63 

人口10万対 6.2 2.5 82.0 84.5 49.9 38.8 

木 曽 
実   数 1 - 19 19 12 10 

人口10万対 3.5 - 66.9 66.9 42.3 35.2 

松 本 
実   数 27 24 341 365 222 193 

人口10万対 6.3 5.6 79.7 85.3 51.9 45.1 

大 北 
実   数 2 3 50 53 24 24 

人口10万対 3.3 5.0 83.7 88.7 40.2 40.2 

長 野 
実   数 35 23 369 392 272 246 

人口10万対 6.4 4.2 67.9 72.1 50.1 45.3 

北 信 
実   数 3 2 57 59 34 41 

人口10万対 3.4 2.3 64.9 67.1 38.7 46.7 

県 計 
実   数 130 87 1,484 1,571 1,020 951 

人口10万対 6.2 4.1 70.7 74.9 48.6 45.3 

全 国 
実   数 8,480 7,961 93,034 100,995 68,737 58,326 

人口10万対 6.7 6.3 73.2 79.5 54.1 45.9 

時  点 平成27年（2015年）10月１日現在 平成27年度末 

（ 病院、一般診療所、歯科診療所：厚生労働省「医療施設調査」（平成27年（2015年）、薬局：厚生労働省「衛

生行政報告例」（平成27年（2015年）） 
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３ 公立病院の役割と公立病院改革 

○ 県（地方独立行政法人長野県立病院機構を含む。）や市町村（一部事務組合、地方独立行政

法人を含む。）が設置した公立病院は、平成 29 年（2017 年）10 月１日現在、県内に 24 病

院あります。 

○ 公立病院は、地域における基幹的な医療機関として地域の医療を支える役割を果たしてい

ますが、へき地医療、救急医療、高度・先進医療など、採算性の面から民間の医療機関によ

る提供が困難な医療を提供する役割を担っていたり、医師不足等から十分な医療提供が困難

になるなど、経営的に厳しい状況に置かれている病院もあります。 

○ 総務省は、平成 19 年（2007 年）に病院事業を持つ地方公共団体に公立病院改革プランを

策定して必要な改革に取り組むよう求め、また、平成 27 年（2015 年）３月には、都道府県

の地域医療構想と整合を図った新公立病院改革プラン（以下「新改革プラン」という。）を策

定するよう通知しました。 

○ 県内の公立病院は平成 28 年度（2016 年度）中に新改革プランを策定し、地域における病

院の役割の明確化、経営の効率化、再編・ネットワーク化、経営形態の見直しなどの視点に

立った改革を進めています。 

４ 社会医療法人 

○ 平成 20 年度（2008 年度）から、一定の公的要件を備えた医療法人を「社会医療法人」と

して県が認定し、これまで主に公立病院が担ってきた救急医療やへき地医療、周産期医療な

どの公益性の高い医療を担っていただく制度が導入されています。 

○ 県内では平成 29 年（2017 年）10 月現在、８法人によりへき地医療や周産期医療等が実

施されています。 

 【表３】社会医療法人が運営する医療機関及び業務 

二次医療圏 医療機関名 業務 法人名 

上 小 菅平高原クリニック へき地医療 
社会医療法人 恵仁会 

（主たる事務所所在地は佐久市） 

諏 訪 諏訪共立病院 救急医療 社会医療法人 南信勤労者医療協会 

飯 伊 

飯田病院 精神科救急医療 社会医療法人 栗山会 

健和会病院 
救急医療 

小児救急医療 
社会医療法人 健和会 

松 本 

相澤病院 救急医療 社会医療法人財団 慈泉会 

城西病院 精神科救急医療 社会医療法人 城西医療財団 

丸の内病院 周産期医療 社会医療法人 抱生会 

松本協立病院 救急医療 社会医療法人 中信勤労者医療協会 

（厚生労働省「平成 29 年（2017 年）10 月１日社会医療法人認定状況」） 
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５ 保健福祉事務所等 

（１）保健福祉事務所 

○ 県では、地域における公衆衛生の向上と健康増進を推進する広域的・専門的・技術的拠

点として、二次医療圏ごとに、10の保健福祉事務所を設置しています。また、平成11年

（1999年）４月から、長野市が中核市に移行したことに伴い、長野市保健所が設置されて

います。 

○ 人口の急激な高齢化と出生率の低下、医師不足などによる病院の診療科の休廃止、慢性

疾患の増加、食品や水などの生活環境に対する県民の意識の高まりなど、地域医療、地域

保健を取り巻く環境は大きく変化しています。 

○ このような変化に対応し、健康づくりの推進、母子保健、精神保健、生活衛生、災害時

の応急活動、健康危機管理等の分野で、より高度で専門的なサービスを提供できるよう保

健福祉事務所の機能を引き続き強化していく必要があります。 

 

（２）環境保全研究所 

○ 環境保全研究所は、環境の保全及び保健衛生の向上に寄与することを目的に、環境及び

保健衛生に関する試験検査、調査研究、情報の収集及び提供並びに普及啓発を行うところ

として、平成16年（2004年）４月１日に旧衛生公害研究所（昭和45年（1970年）11月１

日設置）と旧自然保護研究所（平成８年（1996年）４月１日設置）を統合して設置しまし

た。 

○ 研究所では、感染症部、食品・生活衛生部において、感染症に関する専門的な検査や調

査研究、医薬品等の検査を行っています。 

 

 地域の医療機関等が競争よりも協調を進め、質の高い医療を効率的に提供するための仕組

みとして、医療法の改正により、平成 29 年（2017 年）４月から複数の病院や診療所、介護

事業所などが参画する法人を「地域医療連携推進法人」として知事が認定できる制度が導入

されました。 

地域医療連携推進法人は、病床過剰地域（第５編第２章「基準病床数」参照）であっても

参加法人間における病床数を融通した整備が可能とされているとともに、医師・看護師等の

人事交流や共同研修、医薬品等の共同購入、高額医療機器の共同利用、患者情報の一元化な

どにより、経営の効率化・安定化を図ることができるなどのメリットがあるとされ、地域の

実情に応じた効率的な医療・介護の提供体制を構築していくための一つの選択肢となると考

えられます。 

平成 29 年（2017 年）10 月 1 日現在、長野県内には地域医療連携推進法人はありません

が、全国では、次の４法人が認定されています。  

○ 地域医療連携推進法人 尾三会（愛知県）  

○ 地域医療連携推進法人 はりま姫路総合医療センター整備推進機構（兵庫県）  

○ 地域医療連携推進法人 備北メディカルネットワーク（広島県）  

○ 地域医療連携推進法人 アンマ（鹿児島県） 

地域医療連携推進法人制度 
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（３）精神保健福祉センター 

○ 精神保健福祉センターは、県における精神保健・福祉に関する総合技術センターとして、

精神障がいに関する知識の普及、技術指導、調査研究、相談指導のうち、複雑又は困難な

ものを行っています。 

○ 社会環境の複雑化に伴い、精神疾患など心の問題が多様化しており、精神疾患による自

殺者の問題、災害・事件時の心のケアなど、これらに対応した技術指導・援助、予防対策、

教育研修の要請が一段と高まっています。 

 

（４）市町村保健センター 

○ 市町村保健センターは、地域保健法で、市町村が設置する「健康相談、保健指導及び健

康診査その他地域保健に関して必要な事業を行う施設」と位置づけられ、地域における母

子保健や健康増進事業等の拠点としての機能を担っています。 

○ 地域における保健・医療・福祉にかかわる様々な施設が効果的に機能できるよう、各施

設との連携の拠点としての機能が求められています。 
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１ 保健医療従事者数の推移 

（１）医師 

医療施設従事医師数（人口10万対）の年次推移は次のとおりで、平成28年（2016年）12

月31日現在の医師数（人口10万対）は226.2（全国30位）と全国平均（240.1）を下回ってい

ます。 
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（２）歯科医師 

医療施設従事歯科医師数（人口10万対）の年次推移は次のとおりで、平成28年（2016年）

12月31日現在の歯科医師数（人口10万対）は75.0（全国18位）ですが、全国平均（80.0）を

下回っています。 
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第３節 保健医療従事者の状況 

 

 

 

 

 

 

医師数の年次推移 

歯科医師数の年次推移 

（厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師調査」） 

（厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師調査」） 
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（３）薬剤師 

薬局・医療施設従事薬剤師数（人口10万対）の年次推移は次のとおりで、平成28年（2016

年）12月31日現在の薬剤師数（人口10万対）は175.0（全国19位）ですが、全国平均（181.3）

を下回っています。 
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※斜字は全国の数値                

 

（４）保健師、助産師、看護師、准看護師 

人口10万対の保健師、助産師、看護師、准看護師数の年次推移は次のとおりで、平成28年

（2016年）12月31日現在では、保健師、助産師、看護師では全国平均より高く、准看護師

で下回っています。なお、保健師は全国平均の約1.9倍で全国１位となっています。 
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助産師数の年次推移 

 

 

 

 

保健師数の年次推移 

薬剤師数の年次推移 

（厚生労働省「衛生行政報告例」） 

（厚生労働省「衛生行政報告例」） 

（厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師調査」） 
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（５）歯科衛生士、歯科技工士 

人口10万対の歯科衛生士、歯科技工士の年次推移は次のとおりで、全国平均を上回ってい

ます。 

 

60.2 
64.9 65.6 75.3 79.9 

87.4 95.8 102.3 105.3 
111.5 117.1 

44.9 48.5 53.1 57.5 
62.4 68.0 

75.5 80.6 84.8 
91.5 

97.6 

20

40

60

80

100

120

平成８年 10年 12年 14年 16年 18年 20年 22年 24年 26年 28年

長野県 全国

（人口10万対）

 

 

 

31.6 
32.1 

30.8 30.5 
29.3 

31.2 31.2 30.9 31.0 
31.6 31.7 

29.1 
28.9 29.3 28.9 

27.9 27.5 27.7 27.7 27.1 27.1 27.3 
25

30

35

平成８年 10年 12年 14年 16年 18年 20年 22年 24年 26年 28年

長野県 全国
（人口10万対）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(厚生労働省「衛生行政報告例」) 

(厚生労働省「衛生行政報告例」) 

歯科衛生士数の年次推移 

看護師数の年次推移 

准看護師数の年次推移 

 

歯科技工士数の年次推移 

（厚生労働省「衛生行政報告例」） 

（厚生労働省「衛生行政報告例」） 
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２ 医療圏別の保健医療従事者の状況 

  医療圏別の主な保健医療従事者の状況は、次のとおりです。 

人口10万人当たりの従事者数は、医師・歯科医師・薬剤師については、松本医療圏が他の地

区に比べて多く、地域偏在がみられます。 

 

【表１】主な保健医療従事者の状況                         （単位：人） 

医療圏 区分 医師 歯科医師 薬剤師 保健師 助産師 看護師 准看護師 

佐 久 
人   数 494 149 375 183  90  2,519  390  

人口10万対 236.9  71.5  179.8  87.8  43.2  1,208.1  187.0  

上 小 
人   数 298 130 392 129  59  1,739  756  

人口10万対 151.5  66.1  199.3  65.6  30.0  884.3  384.4  

諏 訪 
人   数 451 139 331 131  74  2,072  501  

人口10万対 228.6  70.5  167.8  66.4  37.5  1,050.4  254.0  

上伊那 
人   数 269 119 264 151  77  1,586  473  

人口10万対 146.6  64.9  143.9  82.3  42.0  864.4  257.8  

飯 伊 
人   数 303 93 243 135  61  1,560  553  

人口10万対 188.4  57.8  151.1  83.9  37.9  970.0  343.8  

木 曽 
人   数 35 13 30 38  16  263  47  

人口10万対 125.8  46.7  107.8  136.6  57.5  945.5  169.0  

松 本 
人   数 1,520 486 854 320  231  4,773  946  

人口10万対 356.0  113.8  200.0  74.9  54.1  1,117.9  221.6  

大 北 
人   数 124 34 84 64  16  632  123  

人口10万対 210.0  57.6  142.2  108.4  27.1  1,070.1  208.3  

長 野 
人   数 1,090 357 942 361  171  5,475  1,115  

人口10万対 201.6  66.0  174.2  66.8  31.6  1,012.5  206.2  

北 信 
人   数 140 46 140 88  44  857  199  

人口10万対 161.5  53.1  161.5  101.5  50.8  988.7  229.6  

県 計 
人   数 4,724 1,566 3,655 1,600  839  21,476  5,103  

人口10万対 226.2 75.0 175.0 76.6  40.2  1,028.5  244.4  

全 国 
人   数 304,759 101,551 230,186 51,280  35,774  1,149,397  323,111  

人口10万対 240.1 80.0 181.3 40.4  28.2  905.5  254.6  

時点 平成28年（2016年）12月31日現在 

（注１）医師、歯科医師については医療施設従事者数、薬剤師については薬局・医療施設従事者数、保健師、 

助産師、看護師、准看護師については従事者数 

（注２）医療圏別の人口10万対については平成28年（2016年）10月１日現在長野県情報政策課「毎月人口異動調

査」に基づき計算 

医師、歯科医師、薬剤師：厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師調査」 

    保健師、助産師、看護師、准看護師：厚生労働省「衛生行政報告例」 
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第３章 

医療費等の現状 
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１ 経済・財政状況 

（１）長野県の県内総生産（名目） 

長野県の県内総生産は、８兆円台から７兆円台まで落ち込みましたが、最近は回復傾向にありま

す。  
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（２）１人当たりの国民所得と県民所得 

長野県の１人当たり県民所得は１人あたり国民所得を下回って推移していますが、近年は国民所

得と同様に上昇しています。 
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第１節 経済状況・社会保障 

 

 

 

 

県内総生産の推移 

 

１人当たりの国民所得と県民所得の推移 

 

（内閣府「国民経済計算」 長野県企画振興部「県民経済計算」） 

（長野県企画振興部「県民経済計算」） 
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（３）国民負担率・社会保障負担率 

国民負担率は平成２年（1990 年）以降 38％前後で推移し、社会保障負担率は増加傾向にありま

す。海外の状況を見ると、日本よりも高い負担率となっている国もあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国民負担率と社会保障負担率の推移 

 

国民負担率の国際比較 

※2016 年度は実績見込、2017 年度は見通し。 

（財務省公表資料） 

※国民負担率＝租税負担率＋社会保障負担率 
 潜在的な国民負担率＋財政赤字国民所得比 
日本は 2017 年度見通し。諸外国は 2014 年実績。 

（財務省公表資料） 
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（４）社会保障給付費の全国推移 

社会保障給付費は、全体で約 115兆円となっており、年金が約５割、医療が約３割を占めています。 
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（年金12.0兆円、医療11.5兆円） 年 金

兆円 万円

１人当たり社会保障給付費

医 療

福祉その他

2015
（平成27）

 
1970

(昭和45)
1975

(昭和50)
1980

(昭和55)
1985

(昭和60)
1990
(平成2)

1995
(平成7)

2000
(平成12)

2005
(平成17)

2010
(平成22)

総計 3.5 兆円 11.8 兆円 24.8 兆円 35.7 兆円 47.4 兆円 65.0 兆円 78.4 兆円 88.9 兆円 105.4 兆円 114.9 兆円 (100.0%)

年金 0.9 兆円 3.9 兆円 10.5 兆円 16.9 兆円 24.0 兆円 33.5 兆円 41.2 兆円 46.8 兆円 53.0 兆円 54.9 兆円 (47.8%)

医療 2.1 兆円 5.7 兆円 10.7 兆円 14.3 兆円 18.6 兆円 24.3 兆円 26.2 兆円 28.4 兆円 33.2 兆円 37.7 兆円 (32.8%)

福祉その他 0.6 兆円 2.2 兆円 3.6 兆円 4.5 兆円 4.8 兆円 7.2 兆円 11.0 兆円 13.6 兆円 19.2 兆円 22.2 兆円 (19.3%)

一人当たり
社会保障給付費

3.4 万円 10.5 万円 21.2 万円 29.5 万円 38.4 万円 51.8 万円 61.8 万円 69.5 万円 82.3 万円 90.4 万円

2015
(平成27)

 

 

 

（５）長野県の歳出総額と民生費・衛生費（決算ベース） 

長野県の普通会計歳出総額（決算額）は平成７年（1995年）頃をピークに近年は横ばいになってい

ます。また、民生費・衛生費の歳出総額に占める割合は固定化する傾向にあります。 

 

 

393 487 616 751
916 948

1,406 1,580 1,452 1,436 1,402 1,424

4,900

6,500

8,385

11,248

10,581

8,352 8,863
8,571 8,293 8,301 8,277 8,236

8.0%
7.5% 7.3%

6.7%

8.7%

11.4%

15.9%

18.4%
17.5% 17.3% 16.9% 17.3%

5%

7%

9%

11%

13%

15%

17%

19%

21%

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015

 

 

 

    

社会保障給付費の全国推移 

 

長野県の歳出総額と民生費・衛生費の推移 

 

（国立社会保障・人口問題研究所「平成27年度社会保障費用統計」） 

                （総務省「都道府県決算状況調」） 

億円 
歳出総額に占める 

民生費・衛生費の割合 
  歳出総額（決算額） 
 

民生費・衛生費計 
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（６）長野県の社会保障関係経費 

長野県の社会保障関係経費は一般会計予算総額の約１割を占め、増加が続いています。平成 29

年度（2017年度）には予算総額が約 131億円減少する一方で、社会保障関係経費は約 18億円増

加しています。 

 

830 863 904 955 967 1,025 1,075 1,104 1,122

2,673 2,611 2,621 2,584 2,560 2,520 2,541 2,551 2,541

1,415 1,414 1,398 1,410 1,403 1,387 1,367 1,334 1,297

3,404 3,727 3,541 3,464 3,369 3,559 3,712 3,768 3,665

10.0% 10.0%

10.7%

11.4%
11.7%

12.1%
12.4%

12.6%
13.0%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

億円

社会保障関係経費

8,299

億円

その他経費

当初予算総額に占める社

会保障関係経費の割合

人件費

公債費

8,4128,4648,615
8,322

8,695
8,491

当初予算総額8,757 8,626

 

 

 

 

 

【参考】日本の医療制度の概要 

 

「社会保障関係支出」に含まれる経費 
【生活困窮者】 生活保護費、中国帰国者支援給付金 など 
【高齢者介護】 介護給付費負担金、軽費老人ホーム事務費補助金 など 
【医療】国民健康保険関係費、後期高齢者医療保険関係費、福祉医療給付事業補助金、特定医療費（指定難病）など 
【子ども・子育て】 児童手当、児童扶養手当、児童保護措置費、小児慢性特定疾病医療費 など 
【障がい者支援】 障害者施設関係負担金、障害児施設給付費、特別障害者手当 など 

 

  

（厚生労働省「我が国の医療保険について」） 

長野県の社会保障関係経費の推移 

 

（長野県調べ） 
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２ 医療保険財政の状況 

厳しい経済状況を反映して被保険者の収入が減少する中、高齢化の進展や医療技術の進歩

などにより医療費は増加を続けており、医療保険財政は非常に厳しい状況にあります。 

 

（１）標準報酬月額と保険給付費の動向 

医療費支出（１人当たり保険給付費）の伸びが、保険料収入（１人当たり標準報酬月額）

の伸びを上回っており、ここ数年では特にその傾向が顕著になっています。 

 

1.00 
1.01 

1.05 
1.06 

1.09 

1.15 

1.19 

1.23 
1.25 

1.27 
1.29 

1.31 

1.36 
1.38 

1.00 1.00 1.00 
0.99 

1.00 1.00 
0.98 

0.97 0.97 0.97 0.97 
0.98 

0.99 
1.00 

0.85

0.90

0.95

1.00

1.05

1.10

1.15

1.20

1.25

1.30

1.35

1.40

1.45

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

（見込）

・患者負担の３割化

・総報酬制導入

診療報酬改定

▲1.0％

診療報酬改定

▲3.16％

・乳幼児の患者負担の拡大

（３歳未満→就学前）

･診療報酬改定 ▲0.82％

診療報酬改定

＋0.19％

診療報酬改定

＋0.004％

診療報酬改定

＋0.10％

診療報酬改定

▲1.31％（※２）

標準表集月額上限引上げ

121万円→139万円

医療費
（加入者１人当たり保険給付費）

月収
（１人当たり標準報酬月額）

 

 

 

（２）市町村国保の状況 

市町村国保は、失業者や低所得者、高齢者が多く加入するといった構造的な問題を抱え、

市町村の一般会計からの多額の法定外繰入れを要するなど、保険財政は恒常的に厳しい状況

にあります。

14.7 15.3 
21.9 

26.5 

25.9 25.6

30.1
34.6

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

H25 H26 H27 H28

決算補填等目的

決算補填等目的以外

（億円）
法定外繰入額（総額）

年度

 

 

 

 

協会けんぽの保険財政の傾向 

 

 
県内の市町村国保における法定外繰入の状況 

（全国健康保険協会（協会けんぽ）「平成 28 年度事業報告書」） 

（※１）数値は平成 15 年度を「１」とした場合の指数で表示したもの 
（※２）▲1.31％は、28 年度の改定率▲0.84％に薬価の市場拡大再算定の特例の実施等も含めた実質的な改定率 

※「決算補填等目的」と「決算補填等目的以外」の内訳について H27 年度から変更あり 

（厚生労働省「国民健康保健事業の実施状況報告」 ） 
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１ 県民医療費の推移 

平成 27 年度（2015 年度）の県民医療費は 6,756 億円で、前年に比べ 224 億円（3.4%）増加

しています。 

  平成 27 年度（2015 年度）の後期高齢者（老人）医療費は 2,723 億円で、県民医療費の 40.3％

を占めています。全国では、国民医療費の 35.7%を後期高齢者（老人）医療費が占めています

が、長野県は全国より 4.6 ポイント上回っています。 

   今後、75 歳以上人口の増加に伴い、県民医療費に占める後期高齢者医療費の割合は一層増

加するものと予想され、県民医療費も増加が見込まれます。 

    また、所得に対する医療費の割合も年々増加しています。 

   

 

 
      ※県民医療費については平成 26 年度までは 3 年毎、平成 27 年度からは各年公表となった。 

（厚生労働省「国民医療費」、「老人医療事業年報」、「後期高齢者医療事業年報」） 

  ※ 県民医療費の県民所得に占める割合の算出に用いた県民所得は、平成 7 年度以前は長野県企

画局「平成 15 年度(2003 年度)長野県の県民経済計算」、平成 8 年度以降は長野県企画部「平

成 26 年度（2014 年）長野県の県民経済計算」 

※ 国民医療費の国民所得に占める割合は、厚生労働省「平成 26 年度後期高齢者医療事業年報」

による。 

 

  

第２節 県民医療費の動向 

県民医療費の推移 
１人当たり後期高

齢者（老人）医療費の

状況 
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※県民医療費については平成 26 年度までは 3 年毎、平成 27 年度からは各年公表となった。 

※本県の状況は、厚生労働省「国民医療費」、「老人医療事業年報」及び「後期高齢者医療事業 

年報」により算出 

 

 

２ １人当たり県民医療費の状況 

  平成 27 年度（2015 年度）の１人当たり県民医療費は 321.9 千円で、全国平均の 333.3 千円 

と比較して 11.4 千円低く、全国第 33 位（低い方から 15 番目）となっています。 
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【都道府県別1人当たり医療費】

全国平均 H27：333.3千円

（H26:321.1千円）
最高：高知県 444.0千円(=152.6)

最低：埼玉県 290.9千円(=100.0)

千円 長野県

H27：321.9千円（33位） ← H26：309.7円（33位）

                       （厚生労働省「平成 27 年度国民医療費」） 

 

 

３ １人当たり後期高齢者（老人）医療費の状況 

長野県の平成 27 年度（20１５年度）の１人当たり後期高齢者（老人）医療費は 824,529 円で、全国

平均の 949,070円と比較して 124,541円低く、全国第 42位（低い方から６番目）となっています。 

 

 

 

国民（県民）医療費に占める後期高齢者（老人）医療費の割合 

都道府県別１人当たり医療費 
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万円

全国平均 H27：949,070円

(H26:932,290円)

最高：福岡県 1,195,497円(=158.0)

最低：新潟県 756,425円(=100.0)

長野県

H27：824,529円（42位） ← H26：804,423円（42位）

 

                （厚生労働省「平成 27 年度後期高齢者医療事業年報」） 

 

 

４ １人当たり医療費の推移 

  長野県の１人当たり県民医療費は、全国平均よりも低く推移してきましたが、長野県も全国も増加傾 

向にあります。 

  また、後期高齢者（老人）医療費も、１人当たり医療費が年々増加しており、平成２年度（1990年度） 

から平成 19 年度（2007 年度）までは全国最低額でしたが、平成 20 年度（2008 年度）には 45 位、

平成 27年度（2015年度）には 42位となり、全国平均との差も小さくなっています。 

対前年度比は 2.5％増で、伸び率では全国第 11位です。 

 

 

 

  

   

 

    

１人当たり後期高齢者（老人）医療費の状況 

１人当たり国民（県民）医療費の推移 

（厚生労働省「国民医療費」） 
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入院＋食事・生活療養

入院外＋調剤

 

   

 

 

５ 年齢階級別１人当たり医療費の状況 

（１）全国の状況 

平成 27 年度（2015 年度）の１人当たり医療費を年齢階級別にみると、15～19 歳まで年 

齢とともに徐々に下がり、その後は年齢が上がるとともに高くなっています。 

70 歳代までは外来（入院外＋調剤）の割合が高く、80 歳代になると入院（入院＋食事療 

養）の割合が高くなっています。 

 

 （医療費計）               （医科診療費） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 （厚生労働省「年齢階級別１人当たり医療費（平成 27 年度） 

※厚生労働省において「医療給付実態調査報告」等より作成 

年齢階級別１人当たり医療費の状況（全国） 

１人当たり後期高齢者（老人）医療費の推移 

平成２～19 年度までは全国 47 位 
全国 45 位 

全国 42 位 

（厚生労働省「老人医療事業年報」「後期高齢者医療事業年報」） 

(歳) 
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（２）長野県の状況 

   長野県の年齢階級別１人当たり医療費は、全国と同様に、15～19 歳までは年齢とともに

徐々に下がり、その後は年齢とともに高くなっています。今後も、高齢化の進展に伴い、医 

療費の増加が見込まれます。 

１人当たり医療費に占める割合を診療種別でみると、80 歳代前半までは入院外（入院外＋ 

調剤）の割合が高く、80 歳代後半になると入院（入院＋食事療養）の割合が高くなっていま 

す。 

 

 

    

 
 

       

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 

       
 
 

       
        
        
        
        
        
        
        
         

 
 

   

 

   

        
        
        
        
        
        
        
        
        
                ※65～74 歳の障害認定を受けた者を除く 

（厚生労働省「平成 27 年度医療費の地域差分析」）   

（注１）療養費等を含まないため、１人当たり県民医療費や各種事業年報とは数値が異なる。 

（注２）入院医療費には入院時食事・生活療養費を含み、入院外医療費には調剤医療費を含む。 

年齢階級別１人当たり医療費の状況（長野県） 
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１ 疾病分類別医療費の状況 

平成 29 年（2017 年）５月診療分の診療費を疾病大分類（19 分類）別にみると、国民健康

保険、後期高齢者医療とも「循環器系の疾患」が最も多く、全体の約 22.5%を占めています。  

次いで、「新生物」が全体の 12.0%を占めています。第３位には、国民健康保険では「消化器

系の疾患」、後期高齢者では「尿路性器系の疾患」となっています。 

  特に後期高齢者では、全体の 26.2％を「循環器系の疾患」が占めています。 

  また、疾病中分類（119 分類）別に診療費をみると、生活習慣と関連が深いと考えられる疾

病が全体の約４割を占めています。 

 

       疾病大分類別医療費の上位３疾病（平成 29 年５月診療分） 

 

診療費 割合 診療費 割合
１位 循環器系の疾患 1,818百万円 16.3% 循環器系の疾患 4,873百万円 26.2%
２位 新生物 1,631百万円 14.7% 新生物 1,848百万円 9.9%
３位 消化器系の疾患 1,439百万円 12.9% 尿路性器系の疾患 1,839百万円 9.9%

国民健康保険 後期高齢者医療

 

 

診療費 割合
１位 循環器系の疾患 6,691百万円 22.5%
２位 新生物 3,479百万円 11.7%
３位 消化器系の疾患 3,212百万円 10.8%

国民健康保険＋後期高齢者医療

 

 
※集計対象は、医科及び歯科診療費のみ。※は、左側に記載の疾病の再掲（内数）である。 

（注１） 疾病大分類は、社会保険表章用疾病分類表（19 分類）に基づく分類 

（注２） 疾病中分類は、社会保険表章用疾病分類表（119 分類）に基づく分類 

（注３） 疾病分類に計上されている疾病は、医師が複数の主傷病名を記載していても一つしか選択されないため、合併症や依

存症が多数記載されている場合、選択されなかった疾病については低い集計値となる可能性がある。   

 

第３節 疾病別医療費の状況 

疾病分類別医療費の状況（長野県） 

長野県国民健康保険団体連合会「疾病分類統計」（平成 29 年５月診療分（６月審査分）） 
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                         （長野県国民健康保険団体連合会「疾病分類統計」（平成 29 年５月診療分（６月審査分）） 

   ※集計対象は、医科及び歯科診療費のみ。傷病情報が不詳のデータは集計されない。 

   ※ここでは、生活習慣に関連が深い疾病として、次の 11 疾病を抽出している。これらの中には生活習慣 

が原因でない場合も含まれるが、区分ができないため、一括して計上している。    

 

 

 
（注１） 社会保険表章用疾病分類表（119 分類）に基づく分類 

（注２） 疾病分類に計上されている疾病は、医師が複数の主傷病名を記載していても一つしか選択され

ないため、合併症や依存症が多数記載されている場合、選択されなかった疾病については低い集

計値となる可能性がある。 

 

・悪性新生物 ・糖尿病 ・その他の内分泌、栄養の疾患 ・高血圧性疾患 ・虚血性心疾患

・くも膜下出血 ・脳内出血 ・脳梗塞 ・脳動脈硬化（症） ・動脈硬化（症） ・腎不全

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長野県 

生活習慣病に関連の深い疾病の割合（平成29年５月診療分） 
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